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インフルエンザ等の感染症発生に係る対応について（お願い） 

 

 秋涼の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザや感染性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス等)

の流行が心配される季節になりました。つきましては、下記の内容について、ご確認いただき、各ご家庭にお

きましてもお子様の健康観察を十分に行い、感染症拡大防止に努めていただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 出席停止を伴う感染症の症状と出席停止の期間について 

 
インフルエンザ 

感染性胃腸炎 

（ノロ・ロタウイルス等） 
新型コロナウイルス感染症 

症 状 

悪寒、頭痛、高熱で発症。頭痛、

咳、鼻汁で始まる場合もある。

倦怠感、腰痛、筋肉痛 等 

嘔吐、下痢。 

※症状が治まっても便中にウイルス

が３週間以上排出されることもある

ため、手洗いの励行は重要です。 

発熱、咳、全身倦怠感等の感冒

様症状。※頭痛、下痢、味覚・嗅覚

異常が見られる一方で無症状のまま

経過することもあります。 

出席停止

の期間 

発症した翌日から５日を経過

し、かつ、解熱した後２日を経

過するまで。 

医師の指示を仰ぎ、下痢、嘔吐

等の症状が軽快し、全身状態が

改善されるまで。 

発症した後５日を経過し、か

つ、症状が軽快した後１日を経

過するまで。 

 

【インフルエンザ出席停止期間表】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校での対応について 

出席停止を伴う感染症の場合、出席停止（公認欠席扱）となります。速やかに学校に連絡をしてください。

出席停止を伴う感染症による欠席者が増加し、集団発生が見られた場合は、閉鎖措置を取ることがあります。

その際は、改めてご連絡いたします。 

 

３ ご家庭での対応について 

（１）ご家庭での健康観察をお願いいたします。高熱・悪寒・嘔吐・下痢等の症状がある場合は、医療機関を

受診してください。 

（２）出席停止及び閉鎖措置を取っている間は、原則として外出を控えさせてください。 

（３）ご家庭におかれましては、以下の内容について励行し、感染の予防に努めてください。 

   ○手洗い・うがいの励行 

○集団の中でのマスクの着用（特に咳が出ている時のマスクの着用） 

○規則正しい生活を心がける（十分な睡眠・栄養を摂る） 

 

４ その他 

学校で具合が悪くなり早退する場合は、保護者の方にお迎えをお願いしています。保護者の方への緊急連

絡が取れるよう、勤務先や携帯電話の番号が変更になった場合は担任までお知らせください。 

「発症した日」、「解熱した日」

がそれぞれ起算日（０日目）と

なります。 

 

参考「学校において予防すべき感染症の解説〈令和５年度改訂〉」 


